
 
 

業務名  東京科学大学（湯島）８号館南旧ＲＩ管理区域改修設備設計業務
（再公告） 

 

 

配布資料一覧表  

 

 

01．入札公告（写）  

02．入札説明書  

03．競争加入者心得  

 

04．申請書及び資料作成上の注意事項  

05．競争参加資格確認申請資料【様式１～４】  
 

06．契約書（案）  

07．設計業務委託契約要項  

08．特記仕様書  

09．現場説明書  

 

10．誓約書  

11．質問書の提出について  

12．留意事項  

13．紙入札用委任状，紙入札用入札書（ひな形）  

 

 

＊誓約書について，すでに本学にご提出いただいている場合は，
記載事項に変更がない限り，再度ご提出いただく必要はありま
せん。  

 
＊本業務に係る入札参加手続きについては紙入札方式により行
うものとします。（電子入札システムは使用しません。詳細は
入札公告等を参照。）  

 
＊競争参加資格確認申請資料【様式１～４】の提出は，電子デー
タにより提出するものとします。（詳細は，「 04．申請書及び
資料作成上の注意事項」を参照。）  

 

 

（担当）国立大学法人東京科学大学  

施設部湯島計画課湯島総務グループ  

   ＴＥＬ：０３－５８０３－５０５３  

   ＦＡＸ：０３－５８０３－０３５５  

 

 

8「特記仕様書」9「現場説明書」の交付方法は、 

別紙「特記仕様書・現場説明書等の交付方法について」

を参照してください。 



入 札 公 告（設計業務）  

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 
  

 令和７年４月２８日  

 

 国立大学法人東京科学大学 
理事長  大 竹  尚 登（公印省略）  

 

１ 業務概要  

（１）業務名    東京科学大学（湯島）８号館南旧ＲＩ管理区域改修設備設計業務（再公告） 

（２）業務内容   ８号館南建物の外壁改修、屋根防水改修、旧ＲＩ管理施設（除染済）と便所とエレベーターの  
リニューアル改修（約1,420㎡）に伴う建築設備実施設計業務 

（３）履行期限   令和７年１１月２８日（金） 

          便所改修設計の完了期限は、令和７年９月１２日（金）までとする。  
（４）本業務は、競争参加資格確認申請書（以下、「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下、「資料」と

いう。）の提出並びに入札等を紙入札方式により行う。  

 

２ 競争参加資格 
次に掲げる条件を全て満たしている単体又は次に掲げる条件を全て満たしている２者以上の者により構成される共同体であること。 

（１） 国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第７条及び第８条の規定に該当しない者であること。  

（２） 文部科学省における「一般競争参加者の資格」（平成１３年１月６日文部科学大臣決定）第３章第３２条で定め
る競争参加資格について、令和７・８年度設計・コンサルティング業務の一般競争参加資格者で業種区分が「建築設

備関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であること。  
２社以上の共同体として参加する場合は、代表者が文部科学省における「一般競争参加者の資格」（平成１３年１

月６日文部科学大臣決定）第３章第３２条で定める競争参加資格について、令和７・８年度設計・コンサルティング

業務のうち、「建築設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であり、その他の構成員が文部科学省にお
ける「一般競争参加者の資格」（平成１３年１月６日文部科学大臣決定）第３章第３２条で定める競争参加資格につ
いて、令和７・８年度設計・コンサルティング業務のうち、「建築関係設計・施工管理業務」もしくは「建築設備関

係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であること。（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更
生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立て
がなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。  

（３） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがな
されている者（上記（２）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。  

（４） 不正又は不誠実な行為がないこと。 

   不正又は不誠実な行為とは、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等において、契約の履行が不適切な状態が現に継続
が発生している事例をいう。 

（５） 平成２２年度以降に、元請けとして設計業務が完了した、ＲＣ造、Ｓ造又はＳＲＣ造で地上４階建て以上、延床面積700㎡以上

の公共施設もしくは事務所の新増築又は全面改修の建築設備実施設計業務の実績を有すること（設計共同体の構成員としての実績
は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る）。 

（６） 次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。 

    ① 建築士法による建築設備士又は設備設計一級建築士の資格を有する者であること。  
② 平成２２年度以降に上記（５）に掲げる業務の実績を有する者であること。（設計共同体の構成員としての実績は、 

出資比率が２０％以上の場合のものに限る）。 

③ 配置予定の管理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる
資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。  

（７） 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は国立大学法人東京科学大学から、「設

計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」（平成１８年１月２０日付け１７文科施
第３４６号文教施設企画部長通知）に基づく指名停止措置を受けていないこと。  

（８） 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが

設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く（入札説明書参照））。  
（９） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業者又はこれに準ずるものとして、

文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。  

（１０） 下記ＵＲＬに示す誓約書を提出している者であること。また、上記誓約書を提出していない者は、下記３（３）
の申請書及び資料の提出期限までに提出できる者であること。  

記 

  （ＵＲＬ ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｔｍｄ．ａｃ．ｊｐ／ｆｏｒ－ｂｕｓｉｎｅｓｓ／ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ／ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ＿６０１ｅ６９ａ８ｂ４ｂ５９＿６０１ｅ６ｄｅｅｂｃ３ｄ９＿／） 
 
３ 入札手続等  

（１）  担当部局  

     〒１１３－８５１０ 東京都文京区湯島１－５－４５  

     国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループ 

     電話番号 ０３－５８０３－５０５３ 



     メールアドレス shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp 
（２） 入札説明書の交付期間、場所及び方法 

令和７年４月２８日（月）から令和７年５月１６日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く）の９時００分
から１７時００分まで。 

     東京科学大学ホームページにて無料で交付する。  

（ＵＲＬ ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｔｍｄ．ａｃ．ｊｐ／ｆｏｒ－ｂｕｓｉｎｅｓｓ／ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ／ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ＿６０１ｅ６９ａ８ｂ４ｂ５９＿６０１ｅ６ｄｅｅｂｃ３ｄ９＿／） 
特記仕様書・現場説明書等の交付方法は、別紙「特記仕様書・現場説明書等の交付方法について」を参照。 

（３）  申請書及び資料の提出期間、場所及び方法  

   令和７年４月２８日（月）から令和７年５月１６日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く）の９時００分
から１７時００分まで。 

   上記（１）に同じ。  

申請書及び資料等は上記（１）に持参、郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。）又
は電子メール（送信した旨、必ず連絡すること。）により提出すること。  

（４）  入札及び開札の日時、場所並びに入札書の提出方法  

入札書は、令和７年５月２７日（火）から令和７年６月３日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く）の９時
００分から１７時００分まで。ただし、最終日の令和７年６月３日（火）は１１時００分までに、上記（１）に持
参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。）により提出すること（電子メールによ

る提出は認めない。）。  

開札は、令和７年６月４日（水）１０時００分、国立大学法人東京科学大学１号館西３階財務部・施設部打合室
において行う。 

 

４ その他  

（１） 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。  

（２） 入札保証金及び契約保証金  

 ① 入札保証金 免除。 
 ② 契約保証金 納付。ただし、有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証

   事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を
   付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、受注者は、契約の締結と
   同時に契約の保証を付すこと。 

（３） 入札の無効  本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のし
た入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

（４） 落札者の決定方法  国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第１３条の規定に基づいて作成された予定

価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の
入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、
又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認

められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を
落札者とすることがある。  

（５） 配置予定技術者等の確認  落札者決定後、ＴＥＣＲＩＳ等により配置予定の管理技術者等の違反の事実が確

認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、
申請書の差替えは認められない。 

（６） 手続における交渉の有無 無 

（７） 契約書作成の要否 要 
（８） 当該業務に直接関連する他の業務の請負契約を当該業務の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無 
（９） 関連情報を入手するための照会窓口  上記３（１）に同じ。  

（１０） 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加   上記２（２）に掲げる一般競争参加資格の認定を受け
ていない者も上記３（３）により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時
において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。  

（１１） 詳細は入札説明書による。  



別紙 

 

特記仕様書・現場説明書の交付方法について 

 

 

 請求方法は、以下のとおりとする。 

 なお、特記仕様書・現場説明書は無料で交付する。 

 

 

１．東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループ shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp 

まで電子メールを送信すること。 

 

２．電子メールの件名は、「【特記仕様書・現場説明書交付希望】（湯島）８号館南旧Ｒ

Ｉ管理区域改修設備設計業務（再公告）」とすること。 

 

３．メール本文に、「会社名、連絡先電話番号、担当者の氏名」を明記すること。 

 

４．担当者の名刺をスキャンした PDFを添付すること。 

 

交付期間は、令和７年４月２８日（月）から令和７年５月１６日（金）までの  

土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の 9時 00分から 17時 00分まで。 

 

令和７年４月２８日 

国立大学法人東京科学大学 
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入 札 説 明 書 

 

 

 「東京科学大学（湯島）８号館南旧ＲＩ管理区域改修設備設計業務（再公告）」に係る入札
公告（設計業務）に基づく一般競争入札については、関係法令及び国立大学法人東京科学大
学会計規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 
 

 

１ 公告日     令和７年４月２８日 

 

２ 発注者 

      国立大学法人東京科学大学 理事長 大竹 尚登 
 

３ 業務概要等 

 (１) 業務名 東京科学大学（湯島）８号館南旧ＲＩ管理区域改修設備設計業務（再公告） 
 (２) 業務概要 ８号館南建物の外壁改修、屋根防水改修、旧ＲＩ管理施設（除染済）と

便所とエレベーターのリニューアル改修（約1,420㎡）に伴う建築設備実
施設計業務 

 (３) 履行期限  令和７年１１月２８日（金） 
          便所改修設計の完了期限は、令和７年９月１２日（金）までとする。 
 (４) 業務の詳細説明  別紙の「設計業務委託特記仕様書」及び「設計業務委託現場説明

書」のとおり 
 (５) 本業務は、競争参加資格確認申請書（以下、「申請書」という。）及び競争参加資

格確認資料（以下、「資料」という。）の提出並びに入札等を紙入札方
式により行う。 

  

４ 競争参加資格 
次に掲げる条件を全て満たしている単体又は次に掲げる条件を全て満たしている２者以

上の者により構成される共同体であること。 

 (１) 国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第７条及び第８条の規定に該当しない
者であること。 

 (２) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」（平成１３年１月６日文部科学大臣
決定）第３章第３２条で定める競争参加資格について、令和７・８年度設計・コンサ
ルティング業務の一般競争参加資格者で業種区分が「建築設備関係設計・施工管理業
務」の認定を受けている者であること。 
２社以上の共同体として参加する場合は、代表者が文部科学省における「一般競争

参加者の資格」（平成１３年１月６日文部科学大臣決定）第３章第３２条で定める競
争参加資格について、令和７・８年度設計・コンサルティング業務のうち、「建築設
備関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であり、その他の構成員が文部科
学省における「一般競争参加者の資格」（平成１３年１月６日文部科学大臣決定）第
３章第３２条で定める競争参加資格について、令和７・８年度設計・コンサルティン
グ業務のうち、「建築関係設計・施工管理業務」もしくは「建築設備関係設計・施工
管理業務」の認定を受けている者であること。（会社更生法（平成１４年法律第１５
４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年
法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続
開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。 

  (３)  会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者（上記(２)の再認定を受けた者を除く。）
でないこと。 

(４) 不正又は不誠実な行為がないこと。 

   不正又は不誠実な行為とは、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等にお

いて、契約の履行が不適切な状態が現に継続が発生している事例をいう。 

(５)  平成２２年度以降に、元請けとして設計業務が完了した、ＲＣ造、Ｓ造又はＳ

ＲＣ造で地上４階建て以上、延床面積 700 ㎡以上の公共施設もしくは事務所の

新増築又は全面改修の建築設備実施設計業務の実績を有すること（設計共同体

の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る）。 
 (６)  次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。 

① 建築士法による建築設備士又は設備設計一級建築士の資格を有する者であること。 
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   ② 平成２２年度以降に上記(５)に掲げる業務の実績を有する者であること。（設計共同
体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る）。 

   ③  配置予定の管理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、
その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合
は入札に参加できないことがある。 

 (７) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は国立大
学法人東京科学大学から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等
の取扱いについて」（平成１８年１月２０日付け１７文科施第３４６号文教施設企画
部長通知）に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

（８） 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は
人的関係がある者のすべてが設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く（入
札説明書参照））。 

（９） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業者又
はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態
が継続している者でないこと。 

 （１０） 下記ＵＲＬに示す誓約書を提出している者であること。また、上記誓約書を提出して

いない者は、申請書及び資料の提出期限までに提出できる者であること。 
記 

(URL  https://www.tmd.ac.jp/for-business/procurement/procurement_601e69a8b4b59_601e6deebc3d9_/) 

 

５ 担当部局 

  〒１１３－８５１０ 東京都文京区湯島１－５－４５ 
  国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループ 
  電話番号 ０３－５８０３－５０５３ 
  メールアドレス shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp 
 
６ 競争参加資格の確認等 

 (１) 本競争の参加希望者は、上記４に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、
次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、本学から競争参加資格の有無に
ついて確認を受けなければならない。 

        上記４(２)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提
出することができる。この場合において、上記４(１)及び(３)から(10)までに掲げる
事項を満たしているときは、開札の時において上記４(２)に掲げる事項を満たしてい
ることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受け
た者が競争に参加するためには、開札の時において上記４(２)に掲げる事項を満たし
ていなければならない。 

    なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認め
   られた者は、本競争に参加することができない。 

①  提出期間 令和７年４月２８日（月）から令和７年５月１６日（金）まで（土曜
日、日曜日及び祝日を除く）の９時００分から１７時００分まで 

② 提出先 上記５に同じ 

③ 提出方法 申請書及び資料の提出は持参、郵送（書留郵便等の配達記録が残るも
のに限る。上記期間内必着。）又は電子メール（送信後、電話で上記５へ送信した
旨、必ず連絡すること。）により提出すること。提出書類は、表紙を１頁とした通
し番号を付するとともに全頁数表示すること（頁の例：１／○○～○○／○○）。 

 (２) 申請書及び資料は別紙「申請書及び資料作成上の注意事項」に従い、別紙様式１か
ら４により作成すること。 

  (３)  競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日を基準日として行うものと
し、その結果は令和７年５月２６日（月）までに通知する。 

 (４) その他 

      ① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

      ② 提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しな
い。 

③ 提出された申請書及び資料は返却しない。 

④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 

⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先は上記５に同じとする。 

 

７ 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

 (１) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと  
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 認めた理由について、次により説明を求めることができる。 

     ① 提出期限  令和７年６月２日（月）１７時００分 

     ② 提出場所  上記５に同じ。 

③ 提出方法 書面を持参することにより提出するものとし、郵送又は電送(ファクシ
ミリ、電子メール）によるものは受け付けない。 

 (２) 発注者は、説明を求められたときは、令和７年６月９日（月）までに説明を求めた
者に対し書面により回答する。 

 

８ 入札説明書等に対する質問 

 (１) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。 

   ① 提出期限 令和７年５月２３日（金）１２時００分 

 ② 提出場所 上記５に同じ。 

③ 提出方法 別紙質問書様式によりshisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp へ電子メール
の添付ファイルで送信すること。送信後、電話で上記５へ送信した旨、
必ず連絡すること。 

(２) （１）の質問に対する回答書は、令和７年５月２９日（木）までに競争参加資格申
請者に対して電子メールにて送付する。 

 

９ 入札及び開札の日時及び場所等 

  (１)  入札日時 令和７年５月２７日（火）から令和７年６月３日（火）（土曜日、日曜
日及び祝日を除く）の９時００分から１７時００分まで。ただし、最終日の
令和７年６月３日（火）は１１時００分まで。 

 (２)  入札場所 〒１１３－８５１０ 東京都文京区湯島１－５－４５ 

           国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループ 

 (３) 開札日時 令和７年６月４日（水） １０時００分 

  (４) 開札場所 国立大学法人東京科学大学１号館西３階財務部・施設部打合せ室 

(５) そ の 他  立ち会いの際には、発注者により競争参加資格があることが確認された旨
の通知書の写しを持参すること。 

 (６)  入札を辞退する場合には、上記５に入札辞退届を持参又は郵送（書留郵便等の配達 
   記録が残るものに限る。上記期間内必着。）により提出すること（電子メールによ 
   る提出は認めない。）。 

 

10  入札方法等 

  (１) 入札書は、上記５に持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記
期間内必着。）により提出すること（電子メールによる提出は認めない。）。 

 (２)  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費
税相当額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を
切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に
係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から
消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を入札書に記載すること。 

 (３) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。 

 

11 入札保証金及び契約保証金 
 (１) 入札保証金 免除。 
 (２) 契約保証金 納付（有価証券等の提供又は銀行、発注者が確実と認める金融機関若

しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１
８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保
険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。）なお、契約保証
金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の１００分の１０以上とする。また、
受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。 

 
12 業務費内訳書の提出 

 (１) 第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した業務費内訳
   書の提出を求める。入札書とともに業務費内訳書（入札参加者の住所、商号又は名称、 
   代表者及び業務名を記載すること）を同時に持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が 
   残るものに限る。上記期間内必着。）により提出すること（電子メールによる提出は 
   認めない。）。 

 (２) 業務費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明
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   らかにし、法定福利費を明示すること。 
    また、業務費内訳書には、住所、名称又は商号及び代表者の氏名並びに業務名を記

載すること。 

 (３)  入札参加者は押印及び記名を行った業務費内訳書を提出しなければならず、提出した
業務費内訳書について、発注者が説明を求めることがある。また、業務費内訳書が、
別表の各項に該当する場合については、競争加入者心得第３２第１２号に該当する入
札として、原則として当該業務費内訳書提出者の入札を無効とする。 

    入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査
を行う場合又は当該業務において談合があると疑うに足りる事実があると認められた
場合においては、提出された業務費内訳書の内容を確認するものとする。なお、談合
があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ業務費内訳書を
公正取引委員会に提出するものとする。 

  (４)  業務費内訳書と入札書は、各々別の封筒に入れ封緘をして提出すること。 
  (５)  業務費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利
   義務を生じるものではない。 

 

13 開札 

  開札は、紙入札方式により行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行 
 う。 

    また、原則として、入札参加者は開札に立ち会うこと。その際、発注者により競争参加資
格があることが確認された旨の通知書を持参すること。１回目の開札に立ち会わない入
札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。 

 

14 入札の無効 

  入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をし
 た者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札
 に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合
 には落札決定を取り消す。 

  なお、本学により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上
記４に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当する。 

 

15 落札者の決定方法 
(１) 国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第１３条の規定に基づいて作成された
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。た
だし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合し
た履行がなされないおそれがあると認められる時、又はその者と契約を締結することが公
正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき
は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって
入札した者を落札者とすることがある。 

 (２) 落札者となるべき者の入札価格が国立大学法人東京科学大学工事請負等契約細則第
１０条に基づく価格（以下「最低基準価格」という。）を下回る場合は、国立大学法人東
京科学大学契約事務取扱規程第２１条の調査（低入札価格調査）を行うものとする。 

 
16 最低基準価格を下回った場合の措置 

最低基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行
されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意見
照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間中に履行不可能の申し出があった
場合は、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。 

 

17  配置予定技術者の確認 

    落札者決定後、ＴＥＣＲＩＳ等により配置予定の管理技術者等の違反の事実が確認され
た場合には、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合で
やむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。 病気等特
別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合には、上記４(６)に掲げる基準を
満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 

 

18 契約書作成の要否等 

  別紙「設計業務委託契約書（案）」により、契約書を作成するものとする。 
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19 支払条件 
請負代金（前払金を含む。）は、受注者からの適正な支払請求書に基づき１回以内に支払

うものとする。 
 

20  再苦情申立て 

    本学からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記７（２）の
回答を受けた日の翌日から起算して７日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）以内に書面
により国立大学法人東京科学大学理事長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立については、入札監視委員会が審議を行う。 

  書面は持参することにより提出するものとし、郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール）
によるものは受け付けない。提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の提
出先は、上記５に同じ。 

 
21 関連情報を入手するための照会窓口 

  上記５に同じ。 
 
22 手続きにおける交渉の有無 無 

 

23 対象業務に直接関連する他の業務の請負契約を、対象業務の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定の有無 無 

 

24 その他 

 (１) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 (２) 入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書（案）を熟読し、競争加入者心
得を遵守すること。 

 (３) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに
指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 

 (４) 提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認し
て入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停
止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。 

 (５) 本業務に設計共同体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者とし
て申請を行うことができない。 

 (６) 第１回目の入札が不落になった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時につ
いては、発注者から指示する。 

 (７) 落札となるべき同じ価格の入札をした者が２人以上あるときは、国立大学法人東京科

学大学契約事務取扱規程第１９条に基づき、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、

落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引

かない者があるときは、入札事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者

を決定するものとする。 
 (８) 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該業務の現場に配置すること。 
 (９) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。 



○国立大学法人東京科学大学競争加入者心得  

令和６年 10 月１日  

会計事務総括責任者決定  

 

（趣旨）  

第１  国立大学法人東京科学大学（以下「大学」という。）で発注する工事、製

造若しくは役務の請負契約又は物品の供給契約に係る一般競争及び指名競争

を行う場合における入札その他の取扱いについては、国立大学法人東京科学大

学会計規則（令和６年規則第 64 号）その他の諸規則及び国立大学法人東京科

学大学工事請負等契約細則（令和６年細則第 44 号）に定めるもののほか、こ

の心得の定めるところによるものとする。  

（競争加入者の資格）  

第２  一般競争又は指名競争に参加しようとする者（以下「競争加入者」という。）

は、次項及び第３項に該当しない者であって、会計責任者が競争に付する都度

別に定める資格を有するものでなければならない。  

２  会計責任者は、売買、貸借、請負その他の契約につき一般競争に付するとき

は、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。  

一  未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人（契約締結のために必要

な同意を得ている者を除く。）  

二  破産者で復権を得ない者  

三  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第 32 条第１項各号に掲げる者  

３  会計責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実

があった後２年間一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支

配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。  

一  契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物

件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者  

二  公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益

を得るために連合した者  

三  落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者  

四  監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

五  正当な理由がなくて契約を履行しなかった者  

六  契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請

求を故意に虚偽の事実に基づき、過大な額で行った者  

七  前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約

の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者  

（入札保証金）  

第３  競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付す

べきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る



入札金額の 100 分の５以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付

し、又は提供しなければならない。  

（入札保証金に代わる担保）  

第４  第３に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は別表に

掲げるとおりとする。  

（入札保証金等の納付）  

第５  競争加入者は、入札保証金を入札保証金納付書に添えて、金銭出納担当者

に提出しなければならない。  

第６  競争加入者は、入札保証金として提供する担保が国債に関する法律（明治

39 年法律第 34 号）の規定により登録された国債又は社債等登録法（昭和 17

年法律第 11 号）の規定により登録された地方債であるときは、当該国債又は

地方債に質権設定の登録手続をし、かつ、登録済通知書又は登録済書を入札保

証金納付書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。  

第７  競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第４による別表のケに規

定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権

に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は会計責任者が確実と認

める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付

して、金銭出納担当者に提出しなければならない。  

第８  競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第４による別表のコに規

定する金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書面を入札保証金納付

書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。  

第９  競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第６、第７及び第８に規

定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、

金銭出納担当者に提出しなければならない。  

第１０  競争加入者は、第５から第９までの規定により、入札保証金及び入札保

証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に

入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入

札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証

券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定

金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名（法人にあっ

ては、その名称又は商号）を明記するものとする。  

第１１  競争加入者は、保険会社との間に大学を被保険者とする入札保証保険契

約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を会計責任者に提出しなければ

ならない。  

（入札保証金等の還付）  

第１２  入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相

手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時こ

れを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後

（契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後）にこれを還付す

るものとする。  



（入札保証金の法人帰属）  

第１３  入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者

が当該契約を結ばないときは、大学に帰属するものとする。  

（入札）  

第１４  競争加入者は、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し、暴力

団排除に関する誓約事項（別添）に同意の上、入札しなければならない。この

場合において、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があると

きは、関係職員の説明を求めることができる。  

第１５  競争加入者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

22 年法律第 54 号）等に抵触する行為を行ってはならない。  

２  競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と

入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなけ

ればならない。  

３  競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図

的に開示してはならない。  

４  競争加入者は、競争参加資格等審査委員会が実施する公正な入札の確保のた

めの調査への協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。  

（入札辞退）  

第１６  競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げると

ころにより、入札を辞退することができる。  

一  入札執行前にあっては、入札辞退書（別紙第１号様式）を会計責任者に直

接持参又は郵送（入札執行日の前日までに到達するものに限る。）により提

出するものとする。なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする

者は、入札辞退届を入力画面上において作成の上、提出することができる。 

二  入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、会計

責任者に直接提出するものとする。  

２  入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱

いを受けるものではない。  

（代理人）  

第１７  競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争参加者の代

理人となることはできない。  

第１８  競争加入者は、第２第２項及び第３項の規定に該当する者を競争加入者

の代理人とすることはできない。  

（入札場の自由入退場の禁止）  

第１９  入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のあ

る職員（以下「入札関係職員」という。）及び第 33 の立会い職員以外の者は

入場することができない。  

第２０  競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に

入場することができない。  



第２１  競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札

関係職員に一般競争（指名競争）参加資格認定通知書（一般競争入札の場合に

限るものとし、写真機、複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の

鮮明な複写物によることができる。）及び身分証明書並びに代理人をして入札

させる場合においては入札権限に関する委任状（別紙第２号様式）を提示又は

提出しなければならない。  

第２２  競争加入者又はその代理人は、会計責任者が特にやむを得ない事情があ

ると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。  

第２３  入札場において、公正な執行を妨げようとした者は、入札場から退場さ

せるものとする。  

第２４  入札場において、公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合

した者は、入札場から退場させるものとする。  

（入札書の提出）  

第２５  競争加入者は、入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、

その封皮に競争加入者の氏名（法人にあっては、その名称又は商号）及び請負

に付される工事、製造若しくは役務の表示又は供給すべき物品名を表記し、入

札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しな

ければならない。なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者

は、入札書を入力画面上において作成し、入札公告、公示又は通知書に示した

日時までに電子入札システムにより提出するものとする。  

２  提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合

若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事

実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提

出する場合があるものとする。  

第２６  入札書は、書留郵便をもって提出することができる。この場合において

は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び

入札日時を記載し、会計責任者あての親展で提出しなければならない。  

第２７  第 26 の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到

達しないものは無効とする。  

第２８  代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名（法

人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）、代理人であることの表示

並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。  

２  代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人による電子署名が

され、有効な証明書を付さなければならない。  

（入札書の記載事項の訂正）  

第２９  競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当

該訂正部分について押印しておかなければならない。  

（入札書の引換え等の禁止）  

第３０  競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすること

ができない。  



（競争入札の延期又は廃止）  

第３１  会計責任者は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で

競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、当該入札を延期し、

又はこれを廃止することができる。  

（無効の入札）  

第３２  次の各号のいずれかに該当する入札書は、これを無効のものとして処理

する。  

一  一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格の

ない者の提出した入札書  

二  指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書  

三  請負に付される工事、製造若しくは役務の表示又は供給すべき物品名の表

記、入札金額の記載のない入札書  

四  競争加入者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏

名）の記載及び押印のない又は判然としない入札書（電子入札システムによ

る場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書）  

五  代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名（法人の場合は、そ

の名称又は商号及び代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代

理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書（記載のない又は

判然としない事項が競争加入者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商

号及び代表者の氏名）又は代理人であることの表示である場合には、正当な

代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。）（電子入札

システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書） 

六  請負に付される工事、製造若しくは役務の表示又は供給すべき物品名の表

記に重大な誤りのある入札書  

七  入札金額の記載が不明確な入札書  

八  入札金額を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書  

九  納付した入札保証金の額が入札金額の 100 分の５に達しない場合の当該

入札書  

十  入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに

到達しなかった入札書  

十一  公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認

められる者の提出した入札書  

十二  その他入札に関する条件に違反した入札書  

（開札）  

第３３  開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場

合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務

に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。  

（落札者の決定）  



第３４  有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の

価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし、総合評価落札方

式の場合については、この限りではない。  

第３５  予定価格が 1,000 万円を超えるものについては、契約の相手方となる

べき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合し

た履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内

の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした

者を契約の相手方とすることがある。この場合において、当該契約の内容に適

合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、会計責任

者の行う調査に協力しなければならない。  

第３６  予定価格が 1,000 万円を超えるものについて、契約の相手方となるべ

き者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあ

って著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格

をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契

約の相手方とすることがある。  

第３７  第 35 及び第 36 の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入

札をした者に入札結果を通知する。  

（再度入札）  

第３８  開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達

した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。ただし、郵送に

よる入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができ

ないときは、会計責任者が指定する日時において再度の入札を行う。  

（同価格の入札をした者が２人以上ある場合の落札者の決定）  

第３９  落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、

電子入札システムの備える電子くじを用いて落札者を決定する。ただし、電子

入札システムによらない入札をした者があるときは、紙くじを用いて落札者を

決定することがある。この場合において、当該入札をした者のうち出席しない

者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれ

に代わってくじを引かせ、落札者を決定する。  

（契約書の作成）  

第４０  契約書を作成する場合においては、落札者は、電子契約システムを使用

し、又は会計責任者から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から

14 日以内（落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、会計責任者が

合理的と認める期間）に契約書の取りかわしを行うものとする。  

第４１  落札者が第 40 に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決

定を取り消すものとする。  

（請書等の提出）  

第４２  契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第 40 に定める期

間内に請書その他これに準ずる書面を会計責任者に提出しなければならない。



ただし、会計責任者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでは

ない。  

（契約保証金の納付等）  

第４３  契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納

付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の 100 分

の 10 以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しな

ければならない。  

第４４  契約の相手方は、契約保証金を契約保証金納付書に添えて、金銭出納担

当者に納付しなければならない。  

第４５  契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、入札保証金

に代わる担保に関する定めを準用する。  

第４６  契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当

該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書面を契約

保証金納付書に添付して、会計責任者に提出しなければならない。  

第４７  契約の相手方は、保険会社との間に大学を被保険者とする履行保証保険

契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を会計責任者に提出しなけれ

ばならない。  

第４８  契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、

当該保証を証する証券を会計責任者に提出しなければならない。  

第４９  落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供し

た小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保

として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契

約保証金を納付しなければならない。ただし、金銭出納担当者が、これらの有

価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでな

い。  

（契約保証金の法人帰属）  

第５０  落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納

付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、大学に帰属するものと

する。  

（契約保証金の還付）  

第５１  契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したとき

その他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたとき

は、これを還付する。  

（異議の申立）  

第 52 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等につい

ての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。  

 

附  則  

１  この心得は、令和６年 10 月 1 日から施行する。  

２  次に掲げる心得は、廃止する。  



一  国立大学法人東京工業大学競争加入者心得（平成 16 年４月１日学長裁定） 

二  競争加入者心得（平成 16 年４月１日制定）  



別表  

区分  種類  価値  

ア  国債  債権金額  

イ  政府保証債権  額面金額又は登録金額（発行価額が

額面金額又は登録金額と異なるとき

は発行価額）の8割に相当する金額  

ウ  銀行、農林中央金庫、商工組合中

央金庫又は全国を地区とする信用

金庫連合会の発行する債券  

額面金額又は登録金額（発行価額が

額面金額又は登録金額と異なるとき

は発行価額）の8割に相当する金額  

エ  日本国有鉄道改革法（昭和61年法

律第87号）附則第2項の規定による

廃止前の日本国有鉄道法第1条の規

定により設立された日本国有鉄道

及び日本電信電話株式会社等に関

する法律（昭和59年法律第85号）

附則第4条第1項の規定による解散

前の日本電信電話公社が発行した

債券でイ以外のもの  

額面金額又は登録金額（発行価額が

額面金額又は登録金額と異なるとき

は発行価額）の8割に相当する金額  

オ  地方債  債権金額  

カ  会計責任者が確実と認める社債  額面金額又は登録金額（発行価額が

額面金額又は登録金額と異なるとき

は発行価額）の8割に相当する金額  

キ  銀行又は会計責任者が確実と認め

る金融機関（出資の受入れ、預り

金及び金利等の取締りに関する法

律（昭和29年法律第195号）第3条
に規定する金融機関をいう。以下

同じ。）が振り出し又は支払を保

証した小切手  

小切手金額  

ク  銀行又は会計責任者が確実と認め

る金融機関が引き受け、又は保証

若しくは裏書をした手形  

手形金額（当該手形の満期の日が当

該手形を提供した日の一月後である

ときは提供した日の翌日から満期の

日までの期間に応じ当該手形金額を

一般の金融市場における手形の割引

率によって割り引いた金額）  

ケ  銀行又は会計責任者が確実と認め 債権証書記載の債権金額  



る金融機関に対する定期預金債権  

コ  銀行又は会計責任者が確実と認め

る金融機関の保証  
保証金額  

 
  



別紙第１号様式 

 

 

入 札 辞 退 書 

 

 

件 名 

 

このたび、都合により入札を辞退いたします。 

 

 

 

年  月  日 

 

 

国立大学法人東京科学大学 御中 

 

 

 

競争加入者 

住   所 

会 社 名 

職   名 

氏   名 

  



別紙第２号様式の１（社員等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合） 

 

 

年  月  日 

 

 

委  任  状 

 

 

国立大学法人東京科学大学 御中 

 

 

委任者（競争加入者） 

〔住 所〕 

〔名称又は商号〕 

〔代表者の氏名〕 

 

 

私は、         を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

記 

 

年  月  日国立大学法人東京科学大学において行われる「    

  」の入札及び見積に関する一切の件 

 

 

受任者（代理人）使用印鑑 

 

 

 

  



別紙第２号様式の２（支店長等が競争加入者の代理人となる場合） 

 

年  月  日 

 

委  任  状 

 

国立大学法人東京科学大学 御中 

 

 

委任者（競争加入者） 

〔住 所〕 

〔名称又は商号〕 

〔代表者の氏名〕 

 

私は、下記の者を代理人と定め、貴法人との間における下記の一切の権限を委任

します。 

 

記 

 

受任者（代理人）  〔住 所〕 

〔名称又は商号〕 

〔代表者の氏名〕 

 

委任事項      １ 入札及び見積に関する件 

           ２ 契約締結に関する件 

３ 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 

４ 契約の履行及び取り下げに関する件 

５ 契約代金の請求及び受領に関する件 

６ 復代理人の選任に関する件 

 

委任期間     年  月  日から   年  月  日まで 

 

受任者（代理人）使用印鑑 

 

 

 



別紙第２号様式の３（支店等の社員等が入札の都度競争加入者の復代理人となる場合） 

 

 

年  月  日 

 

 

委  任  状 

 

 

国立大学法人東京科学大学 御中 

 

 

委任者（競争加入者の代理人） 

〔住 所〕 

〔名称又は商号〕 

〔代表者の氏名〕 

 

 

私は、        を       の復代理人と定め、下記の権限を委任

します。 

 

記 

 

年  月  日国立大学法人東京科学大学において行われる「    

  」の入札及び見積に関する一切の件 

 

 

受任者（復代理人）使用印鑑 

 

 

 

  



別添 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記のいずれにも該

当せず、また、将来においても該当しないことを誓約いたします。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被る

こととなっても、異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

１ 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をい

う。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与

している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第77 号）第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）であるとき 

 

２ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

 

３ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して

いるとき 

 

４ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

などしているとき 

 

５ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると 

 き 

 

 

上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。 



申請書及び資料作成上の注意事項 
（入札説明書６（２）による） 

 

 

申請書及び資料は，申請書及び資料の提出期限の日を基準日として，入札説明書及び次に掲げる

ところに従い作成すること。 

各様式は，設計共同体が申請する場合その他必要に応じて，シートをコピーして利用すること。

なお，書類作成に当たっては，本注意事項のみならず，各様式に記載されている注意書き等も熟読

のうえ，作成すること。 

なお，添付資料については，該当箇所をマーカー等で強調し，一目でわかるようにすること。 

 

①競争参加資格確認申請書（様式１） 
 誓約事項の内容を十分に確認したうえで，様式１により作成すること。 

 

②不正又は不誠実な行為の有無（様式２） 
入札説明書４．（４）に掲げる事例の有無について，様式２に記載すること。また、判断できない事

例がある場合は、その事例を具体的かつ簡潔に記載すること。 

この場合、事例については、事実確認が可能な文書、写真及び新聞記事等の資料を収集し、有無

の判断を行う。 

また，「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは，下表に記載するものをいう。 

 

法人類型 発注機関等 

 

国立大学法人関係 

 

全ての国立大学法人 

大学共同利用機関

法人関係 

人間文化研究機構 

自然科学研究機構 

高エネルギー加速器研究機構 

情報・システム研究機構 

独立行政法人関係 

日本原子力研究開発機構，国立青少年教育振興機構，国立女性教育会館， 

国立科学博物館，国立美術館，国立文化財機構，科学技術振興機構， 

宇宙航空研究開発機構，日本スポーツ振興センター， 

日本芸術文化振興会，日本学生支援機構， 

国立高等専門学校機構（すべての高等専門学校）， 

国立特別支援教育総合研究所，大学入試センター，物質・材料研究機構， 

防災科学技術研究所，量子科学技術研究開発機構，教職員支援機構， 

日本学術振興会，理化学研究所，海洋研究開発機構， 

大学改革支援・学位授与機構 

その他 
公立学校共済組合，日本私立学校振興・共済事業団 

文部科学省共済組合，放送大学学園 

※ これらは現行の法人であるが，統合及び名称変更等以前の法人が発注した工事の実績について

も認める。 

 

 

 

 

 

 



③設計業務の実績（様式３） 
入札説明書４．（５）に掲げる資格があることを判断できる設計業務の実績を様式３に記載すること。

記載する設計業務の件数は１件でよい。 

※ 設計共同体で参加する場合は，構成員のいずれか１社に元請としての設計業務の実績があれば

よいものとする。 

 

④配置予定技術者の資格・業務実績（様式４） 
入札説明書４．(６)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格，設計業務の実

績等を様式４に記載すること。記載する設計業務の件数は１件でよい。 

 なお，配置予定技術者として複数の候補技術者を挙げ，資格，設計業務の実績等を記載することもで

きる。 

また，同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者とする場合において，他の業務を落

札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった時は，直ちに提出した申請書

の取り下げ又は入札の辞退を行うこと。これらの行為を行わずに入札した場合においては，指名停

止措置要領に基づく指名停止措置を行うことがある。 

 

※（参考）技術者の配置（専任で配置すべき期間等）については，国土交通省ホームページ 

（ https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/index.html）をご覧下さい。 

 

 

  

http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/index.html


■添付資料について 

（様式３関係） 
様式３に実績として記載した設計業務に係る次の資料を添付すること。 

・契約書又はテクリスの登録内容確認書の写し 

・当該業務の内容が判断できる図面，特記仕様書又は実績証明書等 

なお，入札説明書４．(５)に掲げる実績であることを判断できる箇所をマーカー等で強調し，一

目でわかるようにすること。 

 

（様式４関係） 
様式４に記載した設計業務について，その内容が証明できる次の資料を添付すること。なお，様

式３で添付した業務と同内容であれば，添付を省略できる。 

・契約書又はテクリスの登録内容確認書の写し 

・当該業務の内容が判断できる図面，特記仕様書又は実績証明書等 

なお，図面等には「業務実績の判断基準」に掲げる実績があることを判断できる箇所をマーカー

等で強調し，一目でわかるようにすること。 

 

また，様式４に記載した配置予定技術者が当該業務に従事した際の役職を証明できる 

・テクリスの登録内容確認書の写し又は管理技術者通知書の写し等 

を添付すること。さらに， 

・配置予定技術者の資格の資格証及び免許証の写し 

・配置予定技術者の健康保険証の写し（※）（雇用証明用。ただし，必要なマスキングをする 

こと。）を添付すること。 

 

※健康保険証の写しの提出ができない場合は，下記書類のいずれかをもって代用することができる。 

・住民税特別徴収税額の決定通知書（特別徴収義務者用）の写し 

・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し 

・健康保険組合が発行する健康保険被保険者資格加入証明書（原本） 

 

  



■提出方法 

１．申請書等の提出は，電子データにより行うこととし，以下のとおり，整理した書類を提出する

こと。 

 

(1)申請書等を次の順に整理して，１つのpdfファイルにまとめたもの（容量が大きい場合は２つ

に分割することも可）を提出すること。 

１ 競争参加資格確認申請書（様式１） 

２ 不正又は不誠実な行為の有無（様式２） 

３ 設計業務の実績（様式３） 

３① ・契約書又はテクリスの登録内容確認書の写し 

３② ・当該業務の内容が判断できる図面，特記仕様書又は実績証明書等 

４ 配置予定技術者の資格・業務実績（様式４） 

４① ・契約書又はテクリスの登録内容確認書の写し 

４② ・当該業務の内容が判断できる図面，特記仕様書又は実績証明書等 

４③ 
・テクリスの登録内容確認書の写し又は主任技術者通知書の写し等（配

置予定技術者が当該業務に従事していた際の役職を証明するもの） 

４④ ・配置予定技術者の資格の資格証及び免許証の写し 

４⑤ 
・配置予定技術者の健康保険証等の写し（適宜，マスキングを施すこ

と。）（雇用証明用） 

 

(2)(1)のほか，「05_競争参加資格確認申請資料【様式１～４】.xlsx」のExcelファイルを併せて

提出すること。 

 

 

２．電子データを提出するにあたっては、 

(1)代表者印を押印した「競争参加資格確認申請書（様式１）」のスキャンデータを格納すること。 

(2)上記書類とともに，（様式２）～（様式４）および添付資料一式の電子データをＣＤ－Ｒ等の

媒体で，入札説明書「５．担当部局」へ提出すること。 

（ただし，電子メールにて提出する場合はＣＤ－Ｒ等の媒体での提出を省略できるものとする。） 



様式１

　　国立大学法人東京科学大学　御中

印

1.

2.

3.

4.

5.

6.

　１　入札説明書 ６(２)に定める内容を記載した書面

　２　上記を証明するTECRIS，契約書，図面，資格者証等の写し

競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書

令和　年　月　日

住所

商号又は名称

代表者氏名

記

　令和７年４月２８日付けで公告のありました「東京科学大学（湯島）８号館南旧ＲＩ管理区域改修設備
設計業務（再公告）」に係る競争参加資格について確認されたく，下記の書類を添えて申請します。

　なお，以下の１から６について誓約します。

国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第７条及び第８条の規定に該当しない者であ
ること。

会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者（再認定を受けた者を除く。）でないこと。

資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと（資本関係又は
人的関係がある者のすべてが設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。

落札した場合，書面に記載した配置予定の技術者を当該業務の現場に配置すること。

警察当局から，暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業者又はこれ
に準ずるものとして，文部科学省発注工事等からの排除要請があり，当該状態が継続して
いる者でないこと。

申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。



様式２

法人等名

１．契約の履行が不適切な状態が現に継続

事例

工事名

発注機関名

完成年月日

引渡年月日

不正又は不誠実な行為の有無

　以下の様式に従い、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、契約の履行におい
て不適切な状態が現に継続し、発生している事例についての有無を記載すること。また、判断で
きない事例がある場合は、有・無欄は選択せず、その事例について具体的かつ簡潔に記載するこ
と。事例がない場合は、工事名欄に「無し」と記載すること。

契約の履行において不適切な状態が現に継続し、発生している事例 有　　・　　無

（事例がない場合は、「無し」と記載）

平成・令和　　年　　月　　日

平成・令和　　年　　月　　日

具体的な内容 発生時期、発生場所、内容、原因、対応状況等を記載すること。



様式３

会社名

業務名称

発注者名

契約金額

履行期間 ～

％

建物用途

構造・階数

延床面積

業務内容

有

無

業
務
名
称
等

受注形態等

単体

設計共同体 →出資比率：

設計業務の実績

（東京科学大学（湯島）８号館南旧ＲＩ管理区域改修設備設計業務（再公告））

業務実績の
判断基準

平成２２年度以降に、元請けとして設計業務が完了した、ＲＣ造、Ｓ造又はＳＲＣ造で地上４階建て以
上、延床面積700㎡以上の公共施設もしくは事務所の新増築又は全面改修の建築設備実施設計業務の実績
を有すること（設計共同体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る）。

注１　設計業務の実績については，平成２２年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに業務が完成・引渡しが
完了しているものに限り記載すること。また，併せて業務実績として記載した業務に係る契約書（一般財団法人日本建
設情報総合センターの「業務実績情報サービス（TECRIS）」に登録されている場合は，TECRISの記載部分の写し）及び
記載した業務の内容が判断できる平面図等の資料の写しを提出すること。

業
務
概
要

TECRIS登録の
有無

→TECRIS登録番号：



様式４

会社名

業務名称

発注者名

契約金額

履行期間 ～

％

建物用途

構造・階数

延床面積

業務内容

有 →TECRIS登録番号：

無

業
務
経
験
の
概
要

注１　法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。
注２　企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無を確認できる，健康保険被保険者証等の写しを添付すること。ただし，
「記号」「番号」「保険者番号」はマスキングすること。
注３　配置予定技術者の設計業務の経験については，平成２２年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに業務が完
成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。また，併せて業務実績として記載した業務に係る契約書（一般財団法
人日本建設情報総合センターの「業務実績情報サービス（TECRIS）」に登録されている場合は，TECRISの記載部分の写し）
及び記載した業務の内容が判断できる平面図等の資料の写しを提出すること。
注４　複数の管理技術者等の候補者がいる場合には，このシートをコピーしてすべての候補者の情報を記載すること。

TECRIS登録の
有無

その他：
従事役職

管理技術者 主任技術者

受注形態等
単体

設計共同体 →出資比率：

取得年月日 登録番号

配置予定技術者の資格・業務実績

（東京科学大学（湯島）８号館南旧ＲＩ管理区域改修設備設計業務（再公告））

配置予定技術者の
従事役職・氏名

従事役職 氏名

業務実績の
判断基準

平成２２年度以降に、元請けとして設計業務が完了した、ＲＣ造、Ｓ造又はＳＲＣ造で地上４階建て以
上、延床面積700㎡以上の公共施設もしくは事務所の新増築又は全面改修の建築設備実施設計業務の実績を
有すること（設計共同体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る）。

法令による
資格・免許等

建築設備士もしくは設備設計一級建築士資格の保有状況

資格名



設計業務委託契約書（案） 

 

 

業 務 名 東京科学大学（湯島）８号館南旧ＲＩ管理区域改修設備設計業務 

 

業務委託料 金          円也 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金       円也） 

 

発注者 国立大学法人東京科学大学 理事長 大竹 尚登 と受注者  

 との間において、上記の業務について、上記の業務委託料で、次の条項によって委託契約を締結し、信義

に従って誠実にこれを履行する。 

 

 

第１条 受注者は、別冊の設計業務委託特記仕様書等に基づいて、業務を完了する。 

 

第２条 業務は、                において実施する。 

 

第３条 業務の履行期間は、令和  年  月  日から令和７年１１月２８日までとする。 

 

第４条 契約保証金は、         円【業務委託料の１０分の１】を納付する。ただし、有価証

券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ

る。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契

約保証金を免除する。 

 

第５条 業務委託料は、受注者からの適法な請求に基づき１回以内に支払うものとする。 

 

第６条  業務委託料として、請求書を受理した翌月末日までに支払うものとする。 

 

第７条 業務委託料の請求書は、東京科学大学施設部湯島計画課に送付するものとする。 

 

第８条 完了通知書は、東京科学大学施設部湯島計画課に送付するものとする。 

 

第９条 別記の設計業務委託契約要項第３４条第６項、第５０条第１項、第５０条第３項及び第５２条第

２項中の遅延利息率は、「年２．５%」である。 

 

第10条 この契約についての一般的約定事項は、別記の設計業務委託契約要項によるものとする。 

 

第11条 この契約に定めのない事項について、これに定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議

して定めるものとする。 

 

この証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和  年  月  日 

発注者   

東京都目黒区大岡山二丁目１２番１号 

国立大学法人東京科学大学 

理事長     大竹 尚登 

 

受注者   



（別紙） 

設計業務委託契約要項 

 
この要項は、設計業務に関する委託契約の一般的約定事項を定めるものである。 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、設計業務委託契約書（以下「契約書」という。）及びこの要

項に基づき、設計業務委託仕様書（質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及

び共通仕様書をいう。以下「設計仕様書」という。）に従い、日本国の法令を遵守し、こ

の契約（契約書、この要項及び設計仕様書を内容とする設計業務の委託契約をいう。以下

同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、業務（契約書、この要項及び設計仕様書を内容とする設計業務をいう。以下

同じ。）を契約書記載の履行期間（以下「履行期間」という。）内に完了し、この契約の目

的物（以下「成果物」という。）を発注者に引渡し、発注者は、その業務委託料を受注者

に支払う。 

３ 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に行うこと

ができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 

４ 業務の実施方法その他成果物を完成するために必要な一切の手段（以下「実施方法等」

という。）については、契約書、この要項若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又

は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、受注者がその責任

において定めなければならない。 

５ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

７ 契約書及びこの要項若しくは設計仕様書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円と

する。 

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別

の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるところによるものと

する。 

９ 契約書、この要項及び設計仕様書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律

第８９号）及び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 

１０ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

１１ この契約に係る訴訟の提起又は調停（第５７条第１項の規定により発注者と受注者と

の協議の上選任される調停人が行うものを除く。）の申立てについては、日本国の裁判所

をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 

１２ 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくす 



べての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して

行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行った

ものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為につ

いて当該代表者を通じて行わなければならない。 

 

（指示等及び協議の書面主義） 

第２条 契約書、この要項及び設計仕様書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承

諾、提案、質問、回答及び解除（以下「指示等」という。）は、書面により行わなければ

ならない。 

２ 発注者及び受注者は、前項の規定にかかわらず緊急やむを得ない事情がある場合には、指

示等を口頭で相手方に行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行

った指示等を書面に記載し、指示等を行った日から７日以内にこれを相手方に交付しなけ

ればならない。 

３ 発注者及び受注者は、契約書、この要項及び設計仕様書に定めるところにより協議を行う

場合は、当該協議の内容を書面に記録しなければならない。 

 

（関連設計業務との調整） 

第３条 発注者は、業務と発注者の発注に係る第三者の実施する設計業務が実施上密接に 

関連する場合において、必要があるときは、業務の実施に関して調整を行うことができる。こ

の場合において、受注者は、発注者の調整に従い第三者の行う設計業務の円滑な実施に 協力し

なければならない。 

 

（業務工程表） 

第４条 受注者は、この契約締結後１４日以内に設計仕様書に定めるところにより業務工程

表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、当該業務工程表の提

出を必要としない旨の通知を受注者にした場合には、この限りでない。 

２ 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から７日以内に、受注

者に対してその修正を請求することができる。 

３ 発注者は、履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、必要があると認めるとき

は、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第１

項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前２項の

規定を準用する。 

４ 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

 

（契約の保証） 

第５条 受注者は、契約書に定めるところによりこの契約の締結と同時に、次の各号のいず 



れかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第５号の場合には、履行保証保険契

約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 

一 契約保証金の納付。 

二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供。 

三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が

確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭

和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）

の保証。 

四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証。 

五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締

結。 

２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という。）であって、当該

履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合に

おいて、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 

３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第５項において「保証の

額」という。）は、業務委託料の１０分の１以上としなければならない。 

４ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証

は第５１条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するもので

なければならない。 

５ 業務委託料の変更があった場合は、保証の額が変更後の業務委託料の１０分の１に達す

るまで、発注者は保証の額の増額を受注者に、受注者は保証の額の減額を発注者に請求する

ことができる。 

６ 受注者が、第１項第２号又は第３号に掲げる保証を付した場合は、当該保証は契約保証金

に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付

した場合は、契約保証金の納付を免除する。 

７ 第１項の保証に係る契約保証金、保証金又は保険金は、受注者が契約事項を履行しなか

った場合は、大学に帰属する。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第６条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては

ならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合には、この限りでない。 

２ 受注者は、成果物（第３７条第１項に規定する指定部分に係る成果物、同条第２項に規

定する引渡部分に係る成果物及び未完成の成果物並びにこの契約を履行する上で得られ

た記録等を含む。）を第三者に譲渡し、貸与し、閲覧させ、複写させ、又は質権その他の

担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合には、こ 



の限りでない。 

３ 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足す

ることを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料

債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。 

４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の

譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明す

る書類を発注者に提出しなければならない。 

 

（著作権の帰属） 

第７条 成果物（第３７条第１項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第２項に規定

する引渡部分に係る成果物を含む。以下第９条まで同じ。）又は本件建造物（成果物を利

用して完成した建造物をいう。以下同じ。）が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２

条第１項第１号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合は、当該成

果物又は本件建造物に係る著作権（著作権法第２１条から第２８条までに規定する権利

をいう。以下同じ。）は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。 

２ 受注者は、業務に従事する受注者の使用人が職務上作成する著作物の著作者に受注者が

なるよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 受注者は、第１０条第２項の規定により業務の一部を委任され、又は請け負った第三者が

創作した著作物の著作権を当該第三者から譲受けるよう、必要な措置を講じなければな

らない。 

 

（著作物等の利用の承諾） 

第８条 受注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、次の各号に掲げる成

果物の利用を発注者に承諾する。この場合において、受注者は、次の各号に掲げる成果物

の利用を発注者以外の第三者に承諾してはならない。 

一 成果物を利用して建造物を完成すること。 

二 前号の目的又は本件建造物の増築、改築、修繕、模様替え、維持、管理、運営若しく 

は広報等のために必要な範囲で成果物を複製又は変形、改変、修正その他翻案すること。 

三 前２号の目的又は発注者の事業の必要に応じて成果物の複製物等を頒布すること。 

２ 発注者は、本件建造物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、次の各号に掲げる 

本件建造物の利用を行うことができる。 

一 本件建造物を写真、模型、絵画その他の手法により表現すること。 

二 発注者の事業の必要に応じて本件建造物の複製物等を頒布すること。 

三 本件建造物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより変形し、若しくは改変し、又

は取り壊すこと。 



（著作者人格権についての特約） 

第９条 受注者は、成果物又は本件建造物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、成果

物又は本件建造物の内容を発注者が自由に公表することを承諾する。 

２ 発注者は、成果物が著作物に該当する場合は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者

が当該成果物に表示した氏名を変更することができる。 

３ 受注者は、成果物又は本件建造物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、次の各号

に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合には、こ

の限りでない。 

一 成果物又は本件建造物の内容を公表すること。 

二 本件建造物に受注者の実名又は変名を表示すること。 

 

（著作権等の譲渡禁止） 

第９条の２ 受注者は、成果物又は本件建造物に係る著作権法第２章及び第３章に規定する

受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注

者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。 

 

（著作権等の侵害の防止） 

第９条の３ 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでな

いことを、発注者に対して保証する。 

２ 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害

の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担

し、又は必要な措置を講ずるものとする。 

 

（一括再委託等の禁止） 

第１０条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計仕様書において指定した部分

を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

２ 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合は、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微

な部分を第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合には、この限りではない。 

 

（委託等の通知） 

第１１条 発注者は、受注者が業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その

他必要な事項の通知を請求することができる。 

 

（特許権等の使用） 

第１２条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他日本国の法令の 



定めにより保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている実

施方法等を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、

発注者がその使用を指定した場合において、設計仕様書又は発注者の指示に特許権等の対象で

ある旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がそ

の使用に関して要した費用を負担しなければならない。 

 

（意匠の実施の承諾等） 

第１２条の２ 受注者は、自ら有する登録意匠（意匠法（昭和３４年法律第１２５号）第２

条第３項に定める登録意匠をいう。）を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によ

って表現される建築物又は本件建築物（以下「本件建築物等」という。）に係る意匠の実

施を承諾するものとする。 

２ 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠法第３条に基づく意匠登録を受ける権利を

発注者に譲渡するものとする。 

 

（監督職員） 

第１３条 発注者は、監督職員を置いた場合は、その氏名を受注者に通知しなければならない。

監督職員を変更した場合も、同様とする。 

２ 監督職員は、この要項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて

監督職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより次に掲げる権限を有

する。 

一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者に対する指示。 

二 この要項及び設計仕様書等（設計仕様書、発注者の指示及び発注者と受注者との協議を

いう。以下同じ。）の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は

回答。 

三 この契約の履行に関する受注者との協議。 

四 業務の進捗状況の確認、設計仕様書等の記載内容と業務の実施状況との照合その他こ

の契約の履行状況の監督。 

３ 発注者は、監督職員にこの要項に基づく発注者の権限の一部を委任した場合は当該権限

の内容を、２名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させた場合はそれぞれの監督職

員の有する権限の内容を受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければ

ならない。 

５ 監督職員を置いた場合は、この要項又は設計仕様書に定める指示等については、設計仕様

書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合において、監督職

員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 



（管理技術者） 

第１４条 受注者は、業務の管理を行う管理技術者を定め、設計仕様書に定めるところにより

その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更した

場合も、同様とする。 

２  管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、第１６条第１項の

請求の受理、同条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理、設計

仕様書の訂正又は変更、履行期間の変更、業務委託料の変更、第３１条第３項（第 ３７条第１項

又は第２項において準用する場合を含む。）の成果物の引渡しの申出及び引渡し、同条第４

項（第３７条第１項又は第２項において準用する場合を含む。）の引渡し、業務委託料の請

求及び受領、賠償金等（賠償金、損害金及び違約金をいう。以下同じ。）の請求及び受領

並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使す

ることができる。 

３ 受注者は、前項の規定にかかわらず自己の有する権限のうち管理技術者に委任せず自ら

行使しようとするものがある場合には、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しな

ければならない。 

 

（実施報告） 

第１５条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより業務の実施状況について発注者に報

告しなければならない。 

 

（管理技術者等に対する措置請求） 

第１６条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第１０条第２項の規定により

受注者から業務の一部を委任され、若しくは請け負った第三者がその業務の実施につき

著しく不適当と認められるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により必要

な措置をとるべきことを請求することができる。 

２ 受注者は、前項の規定により請求があった場合は、当該請求に係る事項について決定し、そ

の結果を請求を受けた日から１０日以内に発注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に

対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができ

る。 

４ 発注者は、前項の規定により請求があった場合は、当該請求に係る事項について決定し、そ

の結果を請求を受けた日から１０日以内に受注者に通知しなければならない。 

 

（貸与品） 

第１７条 発注者が受注者に貸与する図面その他業務に必要な物品（以下「貸与品」という。）

の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所又は引渡時期は、設計仕様書に定めるところ 



による。 

２ 受注者は、貸与品の引渡しを受けた場合は、引渡しの日から７日以内に受領書又は借用書

を発注者に提出しなければならない。 

３ 受注者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

４ 受注者は、貸与品が汚損し、若しくは毀損した場合又はその返還が不可能となった場合は、

直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

５ 受注者は、業務の完了、設計仕様書の変更等により不必要となった貸与品を直ちに発注者に

返還しなければならない。 

６ 受注者は、故意若しくは過失により貸与品が汚損し、若しくは毀損した場合又はその返還

が不可能となった場合は、発注者に対して、発注者の指定した期間内に代品を納め、若し

くは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 

 

（設計仕様書等不適合の場合の修補義務） 

第１８条 受注者は、受注者の業務の実施内容が設計仕様書等の内容に適合しない場合に 

おいて、発注者がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。発注者は、

この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由に

より、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に

損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（条件変更等） 

第１９条 受注者は、業務を実施するに当たり次の各号のいずれかに該当する事実を発見し

た場合は、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を発注者に請求しなければならない。 

一 設計仕様書が一致しないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。

二 設計仕様書に誤り又は脱漏があること。 

三 設計仕様書の表示が明確でないこと。 

四 設計仕様書に示された自然的又は人為的な設計条件と実際の設計条件が相違すること。 

五 設計仕様書に明示されていない設計条件について予期することのできない特別な状態

が生じたこと。 

２ 発注者は、前項の規定により確認を請求された場合又は自ら同項各号に掲げる事実を発

見した場合は、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注

者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する

必要がある場合は、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後１４日以内にその結

果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない 



理由がある場合には、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することが

できる。 

４ 発注者は、前項の調査の結果、第１項各号の事実が確認された場合において、必要がある

と認められるときは、設計仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し、又は発注者と受注者

とが協議を行わなければならない。 

５ 発注者は、前項の規定により設計仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し、又は発注者

と受注者との協議が行われた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若

しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな

ければならない。 

 

（設計仕様書等の変更） 

第２０条 発注者は、必要があると認めるときは、設計仕様書又は発注者の指示の変更内容を

受注者に通知して設計仕様書又は発注者の指示を変更することができる。この場合にお

いて、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（業務の中止） 

第２１条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して業務の

全部又は一部を一時中止させることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められる

ときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備えるための費

用その他業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼ

したときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（業務に係る受注者の提案） 

第２２条 受注者は、設計仕様書等について、技術的若しくは経済的に優れた代替方法その他

改良事項を発見し、又は発案した場合は、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設

計仕様書等の変更を提案することができる。 

２ 発注者は、前項に規定する提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計

仕様書等の変更内容を受注者に通知して設計仕様書等を変更することができる。 

３ 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認め

られるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 

 

（適正な履行期間の設定） 

第２３条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時

間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。 



 

（受注者の請求による履行期間の延長） 

第２４条 受注者は、第３条に規定する関連設計業務の調整への協力その他受注者の責めに

帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了する見込みがない場合は、発注

者に対して、設計仕様書に定めるところにより履行期間の延長を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、

履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰

すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（発注者の請求による履行期間の短縮等） 

第２５条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要がある場合は、受注者に対し

て、設計仕様書に定めるところにより履行期間の短縮を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又

は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（履行期間の変更方法） 

第２６条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開

始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知すること

ができる。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。

ただし、受注者は、発注者が履行期間の変更事由が生じた日（第２４条の場合にあっては、

発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の

変更の請求を受けた日とする。）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、協

議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

 

（業務委託料の変更方法等） 

第２７条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議

開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知するこ

とができる。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。

ただし、受注者は、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の

日を通知しない場合には、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

３ この要項の定めにより受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注

者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 



 

（一般的損害） 

第２８条 成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他この契約の履行により生じた損害

（次条第１項又は第２項に規定する損害を除く。）については、受注者がその費用を負担

しなければならない。ただし、その損害（契約書に定めるところにより付された保険によ

りてん補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものにつ

いては、発注者が負担しなければならない。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第２９条 この契約の履行により第三者に損害を及ぼした場合は、受注者がその損害を賠償

しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず同項に規定する損害（契約書に定めるところにより付された保

険によりてん補された部分を除く。）のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じた

ものについては、発注者が負担しなければならない。ただし、受注者が、設計仕様書等が

不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知し

なかった場合には、この限りでない。 

３ 発注者及び受注者は、前２項の場合その他この契約の履行により第三者との間に紛争を

生じた場合は、協力してその処理解決に当たるものとする。 

 

（業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更） 

第３０条 発注者は、第１２条、第１８条から第２２条まで、第２４条、第２５条、第２８条、

第３３条又は第３６条の２の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべ

き場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に

代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、

発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わ

ない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。

ただし、受注者は、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事

由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、協議開始の日を定め、

発注者に通知することができる。 

 

（検査及び引渡し） 

第３１条 受注者は、業務を完了した場合は、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定により通知を受けた場合は、通知を受けた日から１０日以内に受注 

 者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより業務の完了を確認するための検査を完了 

 し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。



３ 発注者は、前項の検査により業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを発注者

に申出た場合は、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 

４ 発注者は、受注者が前項の申出を行わない場合には、受注者に対して、当該成果物の引渡

しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合にお

いて、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 

５ 受注者は、業務が第２項の検査に合格しない場合は、直ちに修補して発注者の検査を受け

なければならない。この場合は、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用す

る。 

 

（業務委託料の支払） 

第３２条 受注者は、前条第２項（同条第５項又は第３７条第１項若しくは第２項において

準用する場合を含む。以下第３項において同じ。）の検査に合格した場合は、発注者に対

して、業務委託料の支払を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定により請求があった場合は、請求書受理日の翌月末日までに請負代

金を支払わなければならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査を完了しない場合は、

その期間を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間（以下 

「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日

数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日に

おいて満了したものとみなす。 

 

（部分使用） 

第３３条 発注者は、第３１条第３項（第３７条第１項又は第２項において準用する場合を

含む。）又は第４項（第３７条第１項又は第２項において準用する場合を含む。）の規定に

よる引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することが

できる。 

２ 発注者は、前項の場合においては、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなけ

ればならない。 

３ 発注者は、第１項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損

害を及ぼした場合は、必要な費用を負担しなければならない。 

 

（前金払） 

第３４条 受注者は、契約書に定めるところにより保証事業会社と業務完了期限を保証期限

とする、公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下

「前払金保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して業務委託料の

１０分の３以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 



２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契

約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場

合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

３ 発注者は、第１項の規定により請求があった場合は、当該請求書受理日の翌月末日までに

前払金を受注者に支払わなければならない。 

４ 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合は、その増額後の業務委託料の１０分の ３

から受領済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を発注

者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 

５ 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金の額が減額後

の業務委託料の１０分の４を超えるときは、業務委託料が減額された日から３０日以内

にその超過額を発注者に返還しなければならない。ただし、発注者は、この項の期間内に

第３７条の２による支払若しくは第３７条第１項又は第２項 において準用する第３ ２

条第２項の規定による支払をしようとする場合には、その支払額の中からその超過額を

控除することができる。 

６ 受注者は、前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に業務委託料を増額した場

合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上であるときは、その超過額を発

注者に返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満であるとき

は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の１０分の４の額を差し引いた

額を発注者に返還しなければならない。 

７ 発注者は、受注者が第５項の期間内に超過額を返還しなかった場合には、その未返還額に

ついて、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第 

２５６号）第８条第１項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率（以

下「遅延利息率」という。）を乗じて計算した額の遅延利息の支払を受注者に請求するこ

とができる。 

 

（前払金保証契約の変更） 

第３５条 受注者は、前条第４項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の

支払を請求する場合には、あらかじめ、前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発

注者に寄託しなければならない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか業務委託料が減額された場合において、前払金保証契

約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 ３ 

受注者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であっ 

て、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることがで

きる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

４ 受注者は、前払金の額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代

わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 



 

（前払金の使用等） 

第３６条 受注者は、前払金をこの契約を履行するための材料費、労務費、外注費、機械購入

費（業務において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃及び保証料に

相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 

 

（前払金等の不払に対する受注者の業務中止） 

第３６条の２ 受注者は、第３４条、第３７条第１項又は第２項において準用する第３２条第

２項若しくは第３７条の２の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払

を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を中止することが

できる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨

を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認

められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要と

し、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（部分引渡し） 

第３７条 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受

けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指

定部分の業務が完了したときは、第３１条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、

「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第４項及び第３２条中「業務委託

料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えてこれらの規定を準用する。 

２ 発注者は、前項に規定する場合のほか成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものである

ときは、当該部分について受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合にお

いて、第３１条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは

「引渡部分に係る成果物」と、同条第４項及び第３２条中「業務委託料」とあるのは 

「部分引渡しに係る業務委託料」と 読み替えてこれらの規定を準用する。 

３ 前２項において準用される第３２条第１項の規定により請求することができる部分引渡

しに係る業務委託料の額は、次の各号に掲げる式により算定しなければならない。この場合

において、第１号中「指定部分に相応する業務委託料」又は第２号中「引渡部分に相応す

る業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者は、前２項にお

いて準用される第３２条第１項の請求を受けた日から１４日以内に協議が整わない場合

には、発注者が定め、受注者に通知することができる。 

一 第１項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 

指定部分に相応する業務委託料×（１－前払金の額／業務委託料） 



二 第２項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 

引渡部分に相応する業務委託料×（１－前払金の額／業務委託料） 

 

（部分払） 

第３７条の２ 受注者は、業務の完了の前に、受注者が既に業務を完了した部分（第３７条

の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下 

「既履行部分」という。）に相応する業務委託料相当額の１０分の９以内の額について、

次項から第７項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分

の確認を発注者に請求しなければならない。 

３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から１０日以内に、受注者の立会い

の上、設計仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認

の結果を受注者に通知しなければならない。 

４ 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

５ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第１項の業務委託料相当 

額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第３項の通知にあわせて第 

１項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から１０日以内に協議が整わない場合には、

発注者が定め、受注者に通知する。 

部分払金の額≦第１項の業務委託料相当額×（９／１０－前払金額／業務委託料） 

６ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額 

の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求書受理日の

翌月末日までに部分払金を支払わなければならない。 

７ 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、

第１項及び第５項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払

の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。 

 

（国庫債務負担行為に係る契約の特則） 

第３８条 国庫債務負担行為に係る契約において、発注者は、予算上の都合その他の必要があ

るときは、各会計年度における業務委託料の支払の限度額（以下「支払限度額」という。）及び

支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額を変更することができる。 

 

（国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則） 

第３９条 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については、第３４条中「業務完了期限」

とあるのは「業務完了期限（最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末）」

と、第３４条及び第３５条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額（前会計

年度末における第３７条の２第１項の業務委託料相当額（以下この条及び次条にお 



いて「前会計年度末業務委託料相当額」という。）が前会計年度までの履行高予定額を超

えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した

額）」とする。ただし、この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年度」という。）以

外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請

求することはできない。 

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計仕様書に定め

られているときには、同項の規定による読替え後の第３４条第１項の規定にかかわらず、

受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。 

３ 第１項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計

仕様書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第３４条第１項の規定に

かかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払

金の支払を請求することができる。 

４ 第１項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定

額に達しないときには、同項の規定による読替え後の第３４条第１項の規定にかかわらず、

受注者は、業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の

前払金の支払を請求することができない。 

５ 第１項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定

額に達しないときには、その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延

長するものとする。この場合においては、第３５条第４項の規定を準用する。 

 

（国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則） 

第４０条 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計

年度までの履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該

超過額（以下「履行高超過額」という。）について部分払を請求することができる。ただ

し、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以

前に部分払の支払を請求することはできない。 

２ この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第３７条

の２第５項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 

部分払金の額≦業務委託料相当額×９／１０－（前会計年度までの支払金額＋当該会

計年度の部分払金額）－｛業務委託料相当額－（前会計年度までの履行高予定額＋履行

高超過額）｝×当該会計年度前払金額／当該会計年度の履行高予定額 

 

（契約不適合責任） 

第４１条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない

もの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代

替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 



２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注

者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内

に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求するこ

とができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ち

に代金の減額を請求することができる。 

一 履行の追完が不能であるとき。 

二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完を

しないでその時期を経過したとき。 

四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を

受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

 

（発注者の任意解除権） 

第４２条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第４４条の規定によるほか、必

要があるときは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼした

ときは、その損害を賠償しなければならない。 

 

（発注者の催告による解除権） 

第４３条  発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてそ

の履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。た

だし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照

らして軽微であるときは、この限りでない。 

一 第６条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 

二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込

みがないと認められるとき。 

四 管理技術者を配置しなかったとき。 

五 正当な理由なく、第４１条第１項の履行の追完がなされないとき。

六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

 

（発注者の催告によらない解除権） 

第４４条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解 



除することができる。 

一 第６条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 

二 第６条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用した

とき。 

三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒

絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を

達することができないとき。 

六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をし

ないでその時期を経過したとき。 

七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をし

ても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであ

るとき。 

八 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に業務

委託料債権を譲渡したとき。 

九 第４６条又は第４７条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

十 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号

において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している

者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時設計業務の委託契約を

締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号に

おいて同じ。）が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認めら

れるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

していると認められるとき。 



ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当す

ることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手

方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契

約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第４５条 第４３条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるも

のであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 

（受注者の催告による解除権） 

第４６条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催

告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、そ

の期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして

軽微であるときは、この限りでない。 

 

（受注者の催告によらない解除権） 

第４７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除すること

ができる。 

一 第２０条の規定により設計仕様書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

二 第２１条第１項の規定による業務の中止期間が履行期間の１０分の５（当該期間の 

１０分の５が６月を超える場合は、６月）を超えたとき。ただし、中止が業務の一部の

みの場合には、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後３月を経過しても、なおそ

の中止が解除されないとき。 

 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第４８条 第４６条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるもので

あるときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 

（解除の効果） 

第４９条 第１条第２項に規定する発注者及び受注者の義務は、この契約が解除された場合

は、消滅する。ただし、第３７条に規定する部分引渡しに係る部分ついては、この限りで

ない。 



２ 発注者は、前項の規定にかかわらずこの契約が業務の完了前に解除された場合において、

必要があると認めるときは、第３７条第１項又は第２項において準用する第３１条第 ３項又

は第４項の規定により部分引渡しを受けた成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て

返還しないことができる。この場合において、発注者は、当該返還しない部分に相応する

業務委託料（以下「未返還部分業務委託料」という。）を受注者に支払わなければならな

い。 

３ 発注者は、第１項の規定にかかわらずこの契約が業務の完了前に解除された場合におい

て、必要があると認めるときは、成果物の一部分が完成した部分を検査の上、検査に合格

した部分を受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、発注者

は、当該引渡しを受けた部分に相応する業務委託料（以下「既実施部分業務委託料」とい

う。）を受注者に支払わなければならない。 

４ 未返還部分業務委託料（一部を返還しない場合に限る。）及び既実施部分業務委託料は、

発注者と受注者とが協議して定める。ただし、第２項又は前項に規定する承諾を受けた日か

ら１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。 

 

（解除に伴う措置） 

第５０条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第３４条の規定により前払

金の支払又は第３７条第１項若しくは第２項において準用する第３１条第３項又は第 ４

項の規定による部分引渡しに係る業務委託料の支払があったときは、第４３条、第４４条

又は次条第３項の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の額又は業務委託料

に当該前払金又は業務委託料の支払の日から返還の日までの日数に応じ、遅延利息率を

乗じて計算した額の利息を付した額を、第４２条、第４６条又は第４７条の規定によるこの

契約の解除にあっては当該前払金の額又は業務委託料を発注者に返還しなければならな

い。 

２ 前項の規定にかかわらずこの契約が業務の完了前に解除された場合において、発注者が

前条第２項の規定により部分引渡しを受けた成果物の全部又は一部を受注者に返還しな

いときで第３４条の規定により前払金の支払又は第３７条第１項若しくは第２項におい

て準用する第３１条第３項又は第４項の規定による部分引渡しに係る業務委託料の支払が

あったときは、先ず当該前払金の額を、次に当該業務委託料を未返還部分業務委託料に充当

しなければならない。 

３ 受注者は、前項の場合において、前払金の額又は業務委託料になお余剰があるときは、第４

３条、第４４条又は次条第３項の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の余

剰額又は業務委託料の余剰額に当該前払金又は業務委託料の支払の日から返還の日まで

の日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第４２条、第４ ６

条又は第４７条の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の余剰額又は業務 



委託料の余剰額を発注者に返還しなければならない。 

４ 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、 当

該貸与品を発注者に返還しなければならない。受注者は、この場合において、当該貸与品が

受注者の故意又は過失により汚損し、毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者

に対して、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償し

なければならない。 

５ 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が

第４３条、第４４条又は次条第３項の規定による場合は、発注者が定め、第４２条、第 

４６条又は第４７条の規定による場合は、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものと

し、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注

者の意見を聴いて定める。 

６ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については

発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 

 

（発注者の損害賠償請求等） 

第５１条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損

害の賠償を請求することができる。 

一 履行期間内に業務を完了することができないとき。

二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。 

三 第４３条又は第４４条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 

四 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が

不能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料

の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければな

らない。 

一 第４３条又は第４４条の規定により、成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 

二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき

事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律

第７５号）の規定により選任された破産管財人 

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年

法律第１５４号）の規定により選任された管財人 



三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場

合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責め

に帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用

しない。 

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から

部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年

３パーセントの割合で計算した額とする。 

６ 第２項の場合（第４４条第８号又は第１０号の規定により、この契約が解除された場合

を除く。）において、第５条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供

が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当す

ることができる。 

 

（受注者の損害賠償請求等） 

第５２条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損

害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の

社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、

この限りでない。 

一 第４６条又は第４７条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不

能であるとき。 

２ 第３２条第２項（第３７条第１項又は第２項において準用する場合を含む。）の規定に

よる業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数

に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することがで

きる。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第５３条 受注者（設計共同体にあっては、その構成員）が、次に掲げる場合のいずれかに

該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料（この契約締結後、業務

委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料。）の１０分の１に相当する額を違

約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２ 

２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注者

が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことによ

り、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条 



の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命

令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁

止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令 

（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」

という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受

注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合

における当該命令をいう。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条

第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は

第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対

象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に

係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したとき

は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除

く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該

当するものであるとき。 

四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明

治４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５

条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者

の請求に基づき、業務委託料額の１０分の１に相当する額のほか、業務委託料額の１０ ０

分の５に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 前項第１号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第７条

の３第２項又は第３項の規定の適用があるとき。 

二 前項第２号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第４号に規定する刑に

係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 

３ 受注者は、契約の履行を理由として、第１項及び第２項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場

合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（契約不適合責任期間等） 

第５４条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第３１条第３項又は第４項の規定による引

渡しを受けた場合はその引渡しの日から本件建造物の工事完成後２年、第３７条第１ 



項又は第２項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用

した工事の完成後２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠

償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をする

ことができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から１０年以内でな

ければ、請求等をすることができない。 

２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等

の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

３  発注者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第 

６項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者

に通知した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法

による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

４ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民

法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができ る。 

５ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときに

は適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところ

による。 

６ 民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

７ 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定 に

かかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をする

ことはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限り

でない。 

８ 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等

の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等を

することができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当である

ことを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

 

（保険） 

第５５条 受注者は、契約書に定めるところにより保険を付した場合又は任意に保険を付し

ている場合は、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなけ

ればならない。 

２ 受注者は、契約書に定めるところにより保険を付した場合に、履行期間の延長又は業務委

託料の増額がされたときは、保険期間又は保険金額を変更し、変更後の保険に係る証券又は

これに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 

３ 受注者は、契約書に定めるところにより保険を付した場合に、履行期間の繰上げ又は業務

委託料の減額がされたときにおいて、保険期間又は保険金額を変更したときは、変更後 



の保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 

 

（賠償金等の徴収） 

第５６条 受注者がこの要項に定める賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内

に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日か

ら業務委託料支払の日まで年３パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者

の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年３パーセントの割合

で計算した額の延滞金を徴収する。 

 

（紛争の解決） 

第５７条 発注者及び受注者は、契約書、この要項又は設計仕様書の定めにより発注者と受注

者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注

者が不服があるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、

協議の上調停人１名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図らなけれ

ばならない。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者と

が協議して定めたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、

その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担しなければならない。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、同項に規定す

る紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について

民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）に基づく訴えの提起又は民事調停法（昭和２６年

法律第２２２号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 

３ 発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず、管理技術者の職務の執行に関する紛争、受

注者の使用人若しくは第１０条第２項の規定により受注者から業務の一部を委任され、若

しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争又は監督職員の職務の執行に関する紛 争

については、第１６条第２項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第４項の

規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第２

項若しくは第４項に規定する期間が経過した後でなければ、第１項に規定するあっせん若

しくは調停の手続又は前項に規定する訴えの提起若しくは調停の申立てを請求することが

できない。 

 

（情報通信の技術を利用する方法） 

第５８条 契約書、この要項及び設計仕様書において書面により行わなければならないこと

とされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことがで

きる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 



（補則） 

第５９条 この要項に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 

 

（その他） 

第６０条 この要項の実施に必要な事項については、別記の設計業務委託現場説明書による

ものとする。 



 

                            

          誓 約 書 

 

 

 

 当社（当法人）は，国立大学法人東京科学大学（以下「東京科学大学」という。）

との取引にあたり、以下について誓約いたします。  

 

 

１．「国立大学法人東京科学大学調達における基本方針」、「国立大学法人東

京科学大学契約事務取扱規程」、「国立大学法人東京科学大学物品等調達要項」

及び「国立大学法人東京科学大学物品購入等契約に係る取引停止の取扱要項」

を理解し遵守するとともに、一切の不正には関与しません。  

 

２．東京科学大学の内部監査、その他調査において、取引にかかる帳簿等の閲

覧や提出等の要請があった場合は合理的に必要な範囲において協力いたします。  

 

３．東京科学大学の調査等により、当社（当法人）において、不正が認められ

た場合は、「国立大学法人東京科学大学物品購入等契約に係る取引停止の取扱

要項」に定める取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議はありません。  

 

４．東京科学大学の構成員（教職員等）から不正な行為の依頼等があった場合

には、速やかに通報いたします。 

 

 

  令和  年  月  日 

 

 

 

     

  国立大学法人東京科学大学 理事長 殿 

 

 

    （住 所） 

 

           （法人名） 

 

           （代表者）                  ㊞ 



　説明書等に対する質疑がある場合、この質疑書式を使用し、データ（エクセル形
式)を電子メールの添付ファイルで提出をお願いします。

提出先：shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp（施設部湯島計画課湯島総務グループ）
※件名を「【質問書提出：企業名（略称可）】（湯島）８号館南旧ＲＩ管理区域改修設
備設計業務（再公告）について」としてください。
　質疑の際、以下の点についてご注意をお願いします。

① 入力は、１つの質問に対して、１つのセルに入力してください。
　（改行等で複数のセルにまたがって入力を行わないようにお願いします。ま
た、セル内で改行を行う必要が場合は「Alt+Enter」で改行を行うこととし、ス
ペースなどでの改行はしないでください。）

② 質問は、「5頁目の10行目について」のような書き方ではなく、「“Ⅰ．○○○
○”の“(3)△△△”の××について」のような記入をお願いします。

③ データ提出にあたっては、提出前には必ずデータのウィルスチェックを行うよ
うにお願いします。

質問書の提出について



会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

番号 図面番号 質疑事項 回　答

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

東京科学大学（湯島）８号館南旧ＲＩ管理区域改修設備設計業務(再公告)にかかる説明書等に対する質
問書



留 意 事 項               

 

 

業務名：東京科学大学（湯島）８号館南旧ＲＩ管理区域改修設備設計業務（再公告） 

 

 

１．委任状について 

・委任状は配布した様式を使用してください。ただし、競争参加資格確認申請時から

支店等に委任する場合は、下記まで照会ください。 

・復代理人による入札を希望される場合は、前項に加え、別途様式による委任状の提

出が必要ですので、下記まで照会ください。 

 

２．入札書について 

・入札書は配布した様式を使用してください。なお、復代理人が入札される場合は、

様式が異なりますので、下記まで照会ください。 

・入札書は，封筒に入れ密封し，かつその封皮に業務件名及び氏名（法人の場合は，

その名称又は商号）を明記し当該封筒を入札日時までに入札場所に提出してくだ

さい。 

・入札書は，開札当日何枚か必要になるかも知れませんので，金額空欄のコピーを用

意してきてください。 

・委任状で入札される方は委任状に押印した受任者の印鑑を必ず持参願います。 

 

 

３．入札書提出の際必要なもの 

・「競争参加資格確認通知書」 

・ 名刺 

・「委任状」（代理人の場合） 

・「入札書」（封筒に入れ密封。） 

・「業務費内訳書」（封筒に入れ密封。） 

 

 

※その他不明な事項がありましたら下記へ照会下さい。 

〒１１３－８５１０ 

東京都文京区湯島１丁目５番４５号 

国立大学法人東京科学大学 

施設部湯島計画課湯島総務グループ 

ＴＥＬ ０３－５８０３－５０５３（ダイヤルイン） 

ＦＡＸ ０３－５８０３－０３５５ 



委 任 状 

 

令和  年  月  日 

 

  国立大学法人東京科学大学 御中 

 

 

                 委任者（競争加入者） 

                   住 所 

                   会 社 名 

                   代表者名                印 

 

 

 

 

 

 私は              を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

 

 

記 

 

 

 令和７年６月４日国立大学法人東京科学大学において行われる 

「東京科学大学（湯島）８号館南旧ＲＩ管理区域改修設備設計業務（再公告）」の入札及び

見積に関する件 

 

 

 

 

      受任者（代理人）使用印鑑 

 
 

   

 



委 任 状 

 

令和  年  月  日 

 

  国立大学法人東京科学大学 御中 

 

 

                 委任者（競争加入者） 

                   住 所 

                   会 社 名 

                   代表者名                印 

 

 

 

 私は下記のものを代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 

 

記 

 

   受任者(代理人 )  住 所  

             氏 名  

               

 

   委 任 事 項  １．入札及び見積りに関する件 

             ２．契約締結に関する件 

             ３．入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 

             ４．契約の履行及び取り下げに関する件 

             ５．契約代金の請求及び受領に関する件   

             ６．復代理人の選任に関する件 

 

   委 任 期 間  令和  年  月  日から令和  年  月  日 

 

      受任者（代理人）使用印鑑 

 
 

   

 



委 任 状 

 

令和  年  月  日 

 

  国立大学法人東京科学大学 御中 

 

 

                 委任者（競争加入者の代理人） 

                   住 所 

                   会 社 名 

                   氏 名                印 

 

 

 

 

 

 私は            を競争加入者                  の

復代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

 

 

記 

 

 

 令和７年６月４日国立大学法人東京科学大学において行われる 

「東京科学大学（湯島）８号館南旧ＲＩ管理区域改修設備設計業務（再公告）」の入札及び

見積に関する件 

 

 

 

 

 

      受任者（復代理人）使用印鑑 

 
 

   

 



 

入  札  書 

                  

 

 

業務名 東京科学大学（湯島）８号館南旧ＲＩ管理区域改修設備設計業務（再公告） 

 

 

 

 

入札金額   金             円也 

       

                  

  設計業務委託契約要項を熟知し、仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、

入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 

  

 

 

    令和    年    月    日  

     

 

 国立大学法人東京科学大学  御中 

 

 

               競争加入者  

〔住所〕 

〔会社名〕 

〔代表者肩書・氏名〕               印 

  



 

入  札  書 

                  

 

業務名 東京科学大学（湯島）８号館南旧ＲＩ管理区域改修設備設計業務（再公告） 

 

 

 

 

入札金額   金             円也 

       

 

 

  設計業務委託契約要項を熟知し、仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、

入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 

 

 

 

    令和    年    月    日 

    

 

 国立大学法人東京科学大学  御中 

 

 

競争加入者 

 〔住所〕 

〔会社名〕 

〔代表者肩書・氏名〕 

                              

           代理人 

           〔氏名〕               印 

 

            

 

 

 

 



 

入  札  書 

                  

 

 

業務名 東京科学大学（湯島）８号館南旧ＲＩ管理区域改修設備設計業務（再公告） 

 

 

 

 

入札金額   金             円也 

 

 

 

  設計業務委託契約要項を熟知し、仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、

入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 

 

 

 

    令和    年    月    日  

     

 

 国立大学法人東京科学大学  御中 

 

 

                         競争加入者 

〔住所〕 

〔会社名〕 

〔代表者肩書・氏名〕 

             

復 代 理 人       

〔氏名〕               印 

 


